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はじめに

１ ビジョン策定の趣旨

宮崎県立図書館においては、図書館法並びに宮崎県教育振興基本計画等に基づき、平成18年度
以降、「人づくりと地域づくりに役立つ図書館」を目指して「県の情報拠点としての図書館」
「図書館のための図書館」「豊かな暮らしに役立つ図書館」「県民や地域の課題解決を支援する
図書館」「郷土の文化を大切にする図書館」「成長・発展する図書館」の６つの目標を掲げ、こ
れらの目標に向けて市町村立図書館（室）や社会教育関係機関・団体等と連携を図り、県内図書
館のフロントランナーとして積極的に事業を展開してきたところです。

近年、我が国において本格的な少子高齢・人口減少社会やグローバル化、情報通信革命などが
進展する中、本県では、「未来みやざき創造プラン（宮崎県総合計画）」に基づいて《未来を築
く新しい「ゆたかさ」》の実現に取り組んでいるところであり、誰もが個性と能力を発揮できる
環境を整備し、明日の地域を支える人財を育成することがきわめて重要になっています。
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２ ビジョンの性格

本ビジョンは、図書館法第18条に基づく「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」（平成24
年文部科学省告示第172号）を踏まえ、宮崎県総合計画「未来みやざき創造プラン」(平成27年7
月改定)及び「第二次宮崎県教育振興基本計画（改定版）」 (平成27年9月改定)の下位計画として
位置づけるものです。

３ ビジョンの期間

本ビジョンの期間は、平成30年度からの10年間とし、必要に応じて見直しを行うこととしま
す。

２

また、変化の激しい時代に対応できる生きる力を身につけるため、「日本一の読書県」を目標
に、県立図書館や学校、家庭、地域等との連携による全県的な事業を展開し、子どもから大人ま
で県民が生涯にわたって読書に親しむ環境づくりを積極的に推進しています。

このため、これらの社会情勢の変化や県内外の有識者から成る「宮崎県立図書館ビジョン懇談
会」の提言「これからの宮崎県立図書館について」（平成28年11月）や県内の公立図書館の実
情などを踏まえ、県立図書館の今後目指すべき姿や果たすべき役割、今後の施策展開の方向性等
を明確にするため、長期的な視点に立ってビジョンを策定するものです。



第１章 公立図書館を取り巻く社会情勢

【全国の情勢】

(1)「国民読書年」の取組
平成20年6月の国会決議で、平成22年を「国民読書年」とすることが定められ、読書推進に向けた機運を
高めていくため、「政官民が協力のもと、国をあげてあらゆる努力を重ねること」が宣言されました。こう
した取組の一環として、平成23年9月、文部科学省の「国民の読書推進に関する協力者会議」が「人の、地
域の、日本の未来を育てる読書環境の実現のために」を提言し、その中で、図書館は、すべての住民が読書
に親しむことのできる環境整備やサービスの充実が必要であることや図書館の情報と人（司書）を、個人や
社会が抱える様々な分野の課題解決へのアクセスポイントとして活かすことなどが盛り込まれました。

(2) 図書館法の改正
平成20年6月に図書館法が約半世紀ぶりに改正され、図書館が行う事業として、社会教育における学習成

果を活用して行う教育活動等の機会を提供することが追加されるとともに、図書館の運営状況に関する評価
及び改善並びに地域住民等に対する情報提供に努めることが新たに整備されました。

(3) 公立図書館の設置及び運営上の望ましい基準の改正
図書館法の改正や社会の変化、図書館に対する新たな課題への対応の必要性を受け、平成24年12月に「図
書館の設置及び運営上の望ましい基準」と名称が変更され、主に次のような改正が行われました。

① 図書館法の改正を踏まえた規定の整備
○運営状況に関する評価の実施やその結果の住民への情報提供
○学習の成果を活用して行う多様なボランティア活動等の機会・場所の提供

３



② 図書館に対するニーズや地域課題の複雑化・多様化に対する規定の整備
○知識基盤社会※において、図書館は地域の情報拠点等として重要な役割を担うことを明記
○図書館相互の連携のみならず、国立国会図書館、学校、民間団体等との連携・協力
○レファレンスサービス等の情報サービス、地域の課題に対応したサービスの充実
○児童・青少年、高齢者、障がい者、乳幼児とその保護者、外国人等の利用者に対応したサービスの充

実、施設・設備の整備 など
※知識基盤社会 新しい知識・情報・技術が、政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要

性を増す社会のこと。
③ 図書館の運営環境の変化に対応するための規定の整備

○基本的運営方針、指標、事業計画の策定・公表等
○司書等の確保、関係機関との人事交流、各種研修機会の拡充等 など

(4)「第２期教育振興基本計画」の策定
教育基本法に基づく第２期の「教育振興基本計画」が平成25年６月に閣議決定され、その前文において、
「今後も進展が予想される少子化・高齢化を踏まえ，一人一人が生涯にわたって能動的に学び続け、必要と
する様々な力を養い、その成果を社会に生かしていくことが可能な生涯学習社会を目指していく必要があ
る」とされています。
また、同計画の成果目標の一つに「生涯を通じた自立・協働・創造に向けた力の修得」が掲げられ、その
取組として、個々人の直面する課題や社会の多様な課題に対応した質の高い学習機会等の充実や学習成果の
広く社会での活用、全校一斉の読書活動や公立図書館と学校の連携等による読書活動の推進等が挙げられて
います。

(5) 次期学習指導要領の改訂
平成29年3月に改訂された次期学習指導要領では、知・徳・体にわたる「生きる力」をどう育むかを重要

視するとともに、「主体的・対話的で深い学び」の視点からの授業改善をさらに充実させ、子どもたちがこ
れからの時代に求められる資質・能力を身に付け、生涯にわたって能動的に学び続けることを目指すとされ
ています。

４



(6) 学校図書館の整備充実

平成28年11月の文部科学省通知「学校図書館の整備充実について」によると、教育委員会においては、学
校が学校図書館の機能を十分に利活用できるよう支援し、学校図書館の充実に向けた施策を推進するととも
に、特に、図書館資料の面では、学校図書館図書標準を達成していない学校への達成に向けた支援や、廃
棄・更新についての支援等が重要であるとされています。

また、学校においては、校長のリーダーシップの下、学校図書館の適切な運営や利活用など学校図書館の
充実に向けた取組を推進するとともに、特に、学習指導要領等を踏まえ、学校図書館の機能を計画的に利活
用し、児童生徒の主体的・意欲的な学習活動や読書活動を充実することが重要であるとされています。

さらに、学校図書館は、他の学校の学校図書館、公共図書館、博物館、公民館、地域社会等と密接に連携
を図り、協力するよう努めることが望ましいとされています。

５

【本県の情勢】
(1) みやざきの人財育成

本県では、本格的な少子高齢・人口減少時代の到来や地方創生などの時代の潮流をとらえ、宮崎県総合計
画「未来みやざき創造プラン」を策定し、「未来を築く新しい『ゆたかさ』への挑戦」を目標に、人づくり、
くらしづくり、産業づくりの三つの長期的視点に立った県づくりを進めています。
同プランに掲げる「人財育成戦略」では、子どもたちが将来に向かって夢や目標を描き、たくましく生き
抜いていけるよう「生きる力」（確かな学力・豊かな心・健やかな体）の育成・向上を図るとともに、郷土
愛やグローバルな視野を育み、地域・社会の一員としての自覚を培うことで、宮崎や世界の未来を担う将来
世代の育成を促進するとしています。

また、ライフステージの各段階における多様な学習機会を提供することで、誰もが生涯学び続けられる環
境づくりを推進し、特に、女性・高齢者・障がい者等の活躍を促進することで、県民一人ひとりが個性や違
いを尊重し合い多様な能力を発揮することができる全員参加型社会の実現を目指しています。



さらに、同戦略を具体的に推進する「アクションプラン」（平成27年度～30年度）の「人財育成プログラ
ム」において、重点項目として「子どもたちの『生きる力』の向上等による将来世代の育成促進」及び「誰
もが生涯学び続けられる環境づくりと全員参加型社会の実現」が位置づけられ、下記の事項に取り組むこと
とされています。

取組１－２「生きる力」を育む教育の推進と教育環境の整備・充実
○ 子どもたちの発達の段階や学校の実態に応じた一斉読書、学校図書館を活用した学習活動等の取組、
保護者等に読書の大切さを知らせる機会の充実などによって、生涯にわたる読書習慣を身に付ける教
育を推進するなど、県民が読書に親しむ環境の整備を通じた「日本一の読書県」に向けた取組の推進。

取組３－４誰もが生涯学び続けられる環境づくり
○ 県民の多様な学習ニーズに対応した学習機会や生涯学習情報の提供。
○ 高等教育機関、企業、ＮＰＯ等との連携・協働に努めるなど、県民の学びを推進する生涯学習推進
体制の充実。

○ 地域の課題解決のための学習機会の提供や社会教育に関する研修会の実施等による指導者の資質向
上に努めるなど、県立図書館等の社会教育施設の機能の充実とサービスの向上。

(2)「第二次宮崎県教育振興基本計画（改定版）」の策定

「未来を切り拓く、心豊かでたくましい 宮崎の人づくり」をスローガンとする第二次宮崎県教育振興基
本計画（改定版）では、「知識基盤社会」が一層進展する中では、県民一人一人が、生涯にわたって自己実
現を目指すとともに、身に付けた知識や技術などを人材づくりへ生かすなど地域や社会に還元し、学びが循
環する社会づくりを積極的に進め「生涯学習社会」の一層の実現を図る必要があるとされています。

また、同計画の施策目標の「Ⅱ 社会を生き抜く基盤を育む教育の推進」の施策の一つとして「生きる力
を育む読書活動の推進」を位置づけ、学校図書館を活用した読書活動や一斉読書等の取組、保護者等に読書
の大切さを知らせる機会の充実、学校図書館・公共図書館等の読書環境の整備に努め、読書に親しむ態度や
生涯にわたる読書習慣を身につける教育を推進する等県立図書館や学校、家庭、地域等との連携により、子
どもから大人まで、生涯にわたって読書に親しむ環境づくりを推進し、日本一の読書県を目指すこととして
います。

６



さらに、施策の目標「Ⅴ生涯を通じて学び、文化・スポーツに親しむ社会づくりの推進」の取組の一つと
して、「生涯学習の振興」を掲げ、学びの場・学びを生かす場・学び直しのできる場の提供をはじめとする、
各ライフステージにおける学習支援の充実や日本一の読書県を目指した取組を推進し、生涯学習の体制の整
備・充実に努めるとしています。また、社会教育関係団体との連携や社会教育指導者の資質の向上など、社
会教育の充実を図るとともに、県民が主体的に学べるよう、社会教育施設の機能の充実を図るとしています。

主な取組 ～図書館・博物館・美術館等の機能の充実～
・ より多くの県民が来館し、自然・歴史・文化・芸術に親しめるよう、図書館・博物館・美術館等
における機能の充実とサービスの向上への計画的な取組。

・ 県民の生涯学習をさらに推進するための県の機関と市町村の機関相互の情報のネットワーク化。

７



《参考１》「日本一の読書県」を目指した総合推進事業

８



区分
過去１年間に「趣味としての読
書」をした人の割合（10歳以上）

１日当たりの学習・自己啓発・訓練
（学業以外）の時間（15歳以上）

宮崎県 ３０．７％
《全国４４位》

９分
《全国２２位》

全国平均 ３８．７％ １１分

年齢層 時間(分)

１５～１９歳 ４３

２０～２４歳 ５

２５～２９歳 ９

３０～３４歳 ５

３５～３９歳 ６

４０～４４歳 ２５

４５～４９歳 ４

５０～５４歳 ３

５５～５９歳 ４

６０～６４歳 ３

６５～６９歳 ３

７０～７４歳 ５

７５歳以上 ７

●28年度「みやざきの教育に関する調査」

●28年10月社会生活基本調査（総務省）
年齢区分 登録者数 登録者一人

当たり年間
貸出冊数

～６ １，９１９ １９．３

７～９ ２，５１５ １２．２

１０～１２ ２，７８５ ５．８

１３～１５ ２，５５１ ２．０

１６～１８ １，９９６ １．８

１９～２２ ３，０４８ ２．３

２３～２９ ５，６００ ２．８

３０～３９ ９，９１８ ６．０

４０～４９ １０，３８５ ５．８

５０～５９ ５，９３４ ６．３

６０～６９ ５，８９３ ８．５

７０～ ３，８８９ ８．９

計 ５６，４３３ ６．３

家族の中で、読書(読み聞かせを含む)をしたり、読んだ本につい
て話し合ったりすることがありますか。

よくある １０．６％

ある程度ある ４１．１％

ほとんどない ４２．４％

まったくない ５．８％ ●28年度県立図書館利用状況

《参考２》各種統計調査 ９
区分 一か月の一人当たり

読書冊数
一か月に一冊も本を読
まない割合(不読率)

小学生 １６．４冊 ( 11.4冊) １．８％ ( 4.0％)

中学生 ３．９冊 ( 4.2冊) １７．０％ ( 15.4％)

高校生 ２．０冊 ( 1.4冊) ２３．６％ ( 57.1％)

●28年度学校図書館及び読書に関する調査 （ ）は全国値

順位 都道府県 割合 ％

１ 東京都 ４９．６

２ 神奈川県 ４３．９

３ 千葉県 ４２．４

45 鹿児島県 ３０．５

46 青森県 ２９．７

47 和歌山県 ２９．５



《参考３》県立図書館ならではの市町村・学校支援システム
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県立図書館においては、平成18年度以降、 「人づくりと地域づくりに役立つ図書館」を目指
して、次の６つの目標のもと、各種施策を実施してきました。

１ 県の情報拠点としての図書館
２ 図書館のための図書館
３ 豊かな暮らしに役立つ図書館
４ 県民や地域の課題解決を支援する図書館
５ 郷土の文化を大切にする図書館
６ 成長・発展する図書館

第２章 県立図書館のこれまでの取組と主な課題

１ 県の情報拠点としての図書館

県内の市町村の図書館数は、昭和63年度の11館から平成28年度末で31館へと増加していますが、７町村に
図書館法に基づく図書館が設置されていない状況にあります。
県立図書館には、すべての県民が読書に親しむことのできる環境を整備し、生涯学習を支援する役割が求め

られていることから、県立図書館の図書を最寄りの市町村立図書館（室）を通じて希望者に貸し出す図書配送
システム（マイラインサービス）を、週１回から毎日配送にして県内全域での貸出サービスを充実させるなど、
「日本一の読書県」の推進に資する全県的な読書環境の整備に努めています。
また、多くの県民が必要な情報収集ができるよう、市町村立図書館（室）との役割分担を図りながら、多様

な資料の収集・整備や情報発信を行っています。

○ 図書配送システムは、その認知度不足や全国的な図書館離れの傾向等により、十分な活用がなされて
いない状況にあり、「日本一の読書県」を推進する上で、さらなる普及が課題となっています。

○ 県及び市町村ともに、厳しい財政事情にあることから、必要な図書資料費の確保や県と市町村との役
割分担を踏まえた効率的な資料の収集・整備をしていく必要があります。

Live！Libraryとは・・・

人づくりと地域づくりに役
立つ県立図書館として、積
極的に活動している「動」
の姿勢を、ビジュアル的に
表現したものです（平成18
年度制定）。

主な課題
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２ 図書館のための図書館

市町村立図書館（室）は、資料整備等の予算や職員体制が必ずしも十分ではないことなどから、資料の購
入、図書館サービスのノウハウ蓄積、独自の人財育成等の課題を抱えており、県立図書館等の支援が必要な
状況にあります。
県立図書館は、市町村と同様に厳しい財政情勢にある中で、資料の貸出や調査相談（レファレンス）など
の直接サービスを行いながら、県内図書館のパイプ役として市町村立図書館（室）への積極的な情報提供を
行うとともに、図書館全体のサービス向上のため、関係する職員の資質向上や技術習得につながる研修を実
施しています。
また、図書の貸出のみならず、職員を定期的に市町村立図書館（室）に派遣し、運営管理の助言・支援や
要望・意見の吸上げ等を積極的に行うなど、間接サービスの充実・強化に努めてきています。
さらに、国立国会図書館や他の都道府県立図書館等との相互貸借などにより、県民の多様な貸出ニーズに
即した資料提供に努めています。

○ 市町村立図書館（室）との役割分担、関係機関等との連携強化等により、限られた予算と人財を効率
的に運用して、県立図書館の本来的な役割である間接サービスを充実・強化していく必要があります。

○ 県立図書館や市町村立図書館（室）、学校図書館、大学図書館等と連携・協力しながら、全県的な図
書館サービスの底上げとネットワークの拡充による機能強化を図っていく必要があります。

○ 県立図書館と市町村立図書館（室）等の職員同士が「顔の見える関係」を築くことにより、情報共有
や人的ネットワークの強化、双方の資質向上を図っていくことが県内図書館の振興にとって極めて重要
です。

○ 県立学校との連携により、県立図書館の有する専門的なレファレンス機能や図書の貸出等を通じて、
学校の図書館活動や読書活動の活性化、図書館を活用した主体的・対話的で深い学びを支援していく必
要があります。

主な課題
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○ 本県では、中高校生や子育て・就労世代の読書離れの傾向が見られることから、県立図書館を活用し
た県民や企業等との協働による読書活動の啓発やビブリオバトル（知的書評合戦）の普及、障がい者や
高齢者の読書活動に対する支援など、モデル性の高い事業に取り組むことにより、子どもから大人まで
生涯にわたって読書に親しむ「日本一の読書県」の実現に積極的に貢献していく必要があります。

○ 豊富な情報資源や研修室等を活用して多様な人が互いに学び合い、対話や議論を行うことができる
ラーニング・コモンズ※ の場を設けるなど、県民や企業等の「知の共有・創造」を促進し、個人や地域
の課題解決につなげていく機会を拡充する必要があります。

○ 司書資格のみならず、幅広い視野と知識、ネットワークを有する専門的人財を中長期的に育成・確保
しつつ、市町村立図書館等の職員とともに常に資質の向上を図り、利用者のニーズに応じた専門性の高
い情報サービス提供に努めていく必要があります。

※ラーニング・コモンズ
複数の人が集まって、電子情報も印刷物も含めた様々な情報資源から得られる情報を用いて議論を進めていく学習スタイルを可
能にする「場」を提供するもの

13

３ 豊かな暮らしに役立つ図書館

「みどりの図書館」として、「自然と共生した環境にやさしい社会」づくりのため、宮崎県環境情報セン
ターをはじめとする関係機関と連動した資料提供、情報発信及び学習機会の提供を行ってきています。
また、県民の豊かな感性、創造力、表現力などを育み、生活をより豊かにするため、生涯学習関係講座や

企画展示、視聴覚事業等を実施しています。
さらに、図書館未設置の市町村等に対して、未設置地域専用の図書を貸し出す「やまびこ文庫」や県立図
書館に来館することが困難な人のための宅配サービスなどを通じて、県民がどこに住んでいても多くの本に
親しむことができる環境を整備して、県民の読書活動を促進しています。

○ 生涯学習の一層の振興を図るため、館内展示、セミナー、相談会については、時代のニーズに応じ、
関係団体と連携して、実施方法の改善や内容の充実にさらに努める必要があります。

主な課題



○企画展示等を県内各地で実施するに当たって、市町村等の施設や人的対応の関係などから、開催場所が
限られる傾向にあり、展示方法の検討や文化施設等の理解を深める取組が必要です。

○「やまびこ文庫」や宅配サービス等を通じて、読書の魅力や必要性を、市町村立図書館（室）や学校図
書館など県民に身近な場所で日常的に発信する必要があります。
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４ 県民や地域の課題解決を支援する図書館

課題解決のための県民や行政機関等へのレファレンスサービスや県の取組を周知するための県政の重点施
策と連動した情報発信等に努めています。
また、子どもの読書活動を推進し、児童・生徒の健全な育成と自立を支援するとともに、子育てに関する

資料・情報提供や相談を行い、子どもを産み育てる家庭を支援しています。
さらに、力強い産業の営みを支援するため、民間団体等を含む関係機関と連携し、ビジネス支援サービス

を推進しています。

○高度化・多様化している様々な課題解決に対応できる専門性の高い人財の育成・確保が必要です。

○図書館の有する豊富な情報を自治体の政策形成や起業等に活用する取組を促進する必要があります。

○課題解決支援をより効果的に実施するため、民間団体を含む関係専門機関との連携をより一層強化す
る必要があります。

主な課題

５ 郷土の文化を大切にする図書館

個性と魅力ある地域づくりを支援するため、郷土に関わる貴重な資料を保存・継承し、情報発信を行って
います。



また、本県の価値ある言語文化に対する県民の関心を高めるとともに理解を深めるため、次世代に語り継ぐ
人材を養成するとともにその活動を支援しています。

○貴重資料の収集・整理、古文書の解読・保存、歴史・文化等の郷土情報発信などに関する専門的技術を
有する人財の確保、育成に努める必要があります。

○本県の言語文化の継承のために育成した人財（語り部）が活躍する場の確保などについて、市町村や関
係機関等と連携し、情報の収集・提供等を行う必要があります。

主な課題
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６ 成長・発展する図書館

図書館サービスの向上をめざし、職員のスキルアップのためのレファレンス等に関する研修や先進事例等の
積極的な情報収集に努めています。
また、常に図書館サービスの点検・評価と改善を行い、効率的で時代に対応した業務体制の充実と機能の強

化を図るとともに、図書館法に基づく「図書館評価」の実施に向けた準備を進めています。
さらに、利用者がより安全・安心に利用できるよう、施設・設備の維持管理に努めるともに、危機管理体制

を強化しています。

○情報発信の中核拠点としてリーダーシップが発揮できるよう、職員一人ひとりのさらなるスキルアップ
を図るとともに、市町村立図書館（室）と連携して県内の公立図書館が共に成長・発展し、本県の知的
インフラの底上げを図ることが必要です。

○図書館の運営状況に関する評価を行い、その結果を県民に公表し、それに基づいて県民ニーズに対応し
た図書館サービスの改善・充実を図っていく必要があります。

○危機管理体制の強化とともに、利用者を含めた防災訓練など日常からの準備を継続して実施する必要が
あります。

主な課題



第３章 今後果たすべき基本的役割

（１）国の基準による公立図書館の役割

図書館は、「地域の知の拠点」として、住民の生涯にわたる学びを支える場であるととも
に、地域が抱える様々な課題解決の支援や情報サービスの提供など幅広い社会貢献が求めら
れています。
文部科学省が示した「図書館の設置及び運営上の望ましい基準（平成24年文部科学省告

示第172号）」によると、公立図書館の運営の基本として次のように定められています。

市町村
立図書
館

知識基盤社会における知識・情報の重要性を踏まえ、資料（電磁的記録を含む。）や情報の提供
等の利用者及び住民に対する直接的なサービスの実施や、読書活動の振興を担う機関として、ま
た、地域の情報拠点として、利用者及び住民の要望や社会の要請に応え、地域の実情に即した運
営に努めるものとする。

都道府
県立図
書館

住民に対して適切な図書館サービスを行うとともに、図書館未設置の町村が多く存在すること
も踏まえ、当該都道府県内の図書館サービスの全体的な進展を図る観点に立って、市町村に対し
て市町村立図書館の設置及び運営に関する必要な指導・助言等を行うものとする。
住民の需要を広域的かつ総合的に把握して、資料及び情報を体系的に収集、整理、保存及び提

供すること等を通じて、市町村立図書館に対する円滑な図書館運営の確保のための援助に努める
とともに、当該都道府県内の図書館間の連絡調整等の推進に努めるものとする。

（２）県立図書館に対する提言・意見等

本ビジョンを策定するに当たり、「宮崎県立図書館ビジョン懇談会」の提言（平成28年
11月）をはじめ、県内の図書館関係者の方々から多くの意見、要望等が寄せられました。
それらを整理すると、次のとおりです。
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１ 県立図書館の今後果たすべき役割
〇第二線図書館としての県立図書館
日常的に使う市町村立図書館が第一線図書館とすれば、県立図書館は市町村の図書館を間接的に支援

する第二線図書館である。近隣住民のための図書館ではなく「全県民の図書館」という姿を見せること
が大切である。
〇リーダーシップ
県立図書館とともに身近な市町村の図書館が頼れる図書館になるためにも、今後県内図書館の教育及

び研究機関的機能に重点を置き、施策を立てるとともに、県内図書館全体の底上げを図ることが必要で
ある。
〇資料の収集・保存・活用
資料の蓄積こそが図書館の基本的な役割であり、中でもコミュニティの知である地域資料については、

県下全域で地域資料の整備（収集・保存・活用）を促進する体制づくりが一層求められる。
〇政策立案支援
自治体職員には政策形成能力が求められる。県や市町村の自治体職員に政策立案などでの図書館の活

用方法について周知を積極的に図っていくことが求められる。

２ これからの時代に必要な県立図書館の機能と人材
〇職員に必要な心構え
図書館の職員には、本と真摯に向き合うとともに、県民が暮らしの上で困ったときにそのサインに気

付き、必要な情報を的確に提供できるような職員が必要である。
〇専門職の配置と育成
司書資格があるだけではなく自己研鑽に励み、ネットワークや知識、技術等を現場で蓄積した司書の

中長期的な人材育成計画が必要である。
〇運営形態
県立図書館の運営において、高い専門性とその蓄積、事業の継続性が重要であり、県庁全体と連携を

図り政策形成等に寄与するには民間委託ではなく直営で行うことが必要である。

①「宮崎県立図書館ビジョン懇談会」提言(平成28年11月、概要)
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３ その他図書館振興に必要な事項
〇街に出て行く図書館
図書館に心理的距離を感じる県民もいる。図書館という箱にこだわらず、積極的に外に出て行き、行

政主導ではない民間とのコラボや場の活用を視野に入れる必要がある。
〇ネットワーク化

県内図書館の情報交換や情報発信を行うコミュニティを形成するとともに、首長部局、博物館、学校
図書館をはじめとする各種機関・団体等との連携を深めることが重要である。
〇イノベーションを起こす図書館へ

図書館は人の知（ナレッジ）がつながる場である。図書館があることにより人が元気を得て、新しい
ことへのチャレンジが可能になる。そうなるよう図書館がもっと変わっていくことが必要である。

４ 終わりに
○ 県立図書館は「図書館の図書館」として市町村をサポートしながら県全体の図書館の充実を図るべき。
○ 知的基盤社会の中で、多様な知へのアクセスと知の創造による地域振興を可能にする、本県の知的イ

ンフラの中核として県立図書館を位置づけ、図書館の専門性とネットワーク力を生かした全県的な図書
館振興が図られることを期待する。
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全県的な図書館サービスの提供

市町村立図書館（室）の支援

② 図書館関係者の意見・要望

○ 一番重要なことは、県民に一番近い所にある市町村立図書館（室）がきちんとサービスを行うこと。
市町村をバックアップする県立図書館は、どういう役割を担っていくのか。役割分担をはっきり意識す
ることが重要。

○ マイラインサービスは助かる。利用者も増えた。
○ 地域資料について、県と市町村で分担できると良い。
○ 宮崎の地域性（県の広さ）を克服する新しい知の創造の仕組みを作っていくことが大切。

○ 市町村立図書館（室）職員の能力向上、人財育成についての支援をもっとしてほしい。
○ 市町村立図書館（室）と双方向で理解し合う場がほしい。
○ 攻めの図書館運営で何ができるのか県立図書館に相談したい。
○ 県立図書館職員の巡回がスタートし、気軽に相談できるようになった。

○ 県立図書館には、頼りがいのあるプロフェッショナルな人がいる状態になってくれると良い。
○ 県立図書館は、県内全市町村史がほぼすべて収められていることは重要。史資料が読めることが重要
で県立図書館の出番がある。

○ 県立図書館の醍醐味は、広域なフィールドで新しい仕組みや施策を創っていくこと。
○ 県立図書館にイニシアティブを取ってもらい、皆で勉強する必要がある。
○ ラーニング・コモンズ的なセミナーを行うことができないか。

専門性の向上と人材育成
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（３）今後果たすべき基本的役割

市町村立図書館（室）は、住民に対する資料や情報の提供等の直接サービスを主に担ってい
ますが、県立図書館は、県民への直接サービスを行うとともに、市町村立図書館（室）や学校
図書館等の設置及び円滑な運営を支援することにより、県内の図書館サービスの全体的な進展
を図る、広域的かつ総合的な役割を担っています。

県内の公立図書館は、県民共有の財産とも言うべき約400万冊の蔵書をはじめ、長年にわた
って蓄積された豊富な図書館資料を有しており、円滑な図書流通システムや相互貸借を活用す
れば、県民が生涯にわたって読書に親しむ「日本一の読書県」づくりの推進基盤となることが
可能です。

今後、県立図書館としては、各市町村における図書館等の機能充実を踏まえながら、市町村
からの要望が強い専門的人財の育成・確保に努めつつ、全県に均質な図書館サービスが提供で
きるよう、市町村等への人的・物的支援にこれまで以上に重点的に取り組むこととします。

さらに、県立図書館がリーダーシップを発揮して、市町村立図書館（室）や学校図書館、大
学図書館等の県内の図書館が人的・物的にネットワーク化された全県的な知的インフラを構築
し、明日のみやざきの「人づくり」「くらしづくり」「産業づくり」に貢献していくこととし
ます。
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基本的考え方



Ⅲ 県立図書館が核となって図書館間のネットワークを形成し、それらに蓄積さ
れた豊富な情報資源に県民が触れ、知を共有し、そこから新たな知が創造され
る「知の共有・創造の拠点となる図書館」

上記の基本的考え方に基づいて、県立図書館の今後果たすべき基本的役割として、次の３
点を掲げます。
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Ⅱ 専門的なサービスを提供するとともに、「地域の知の拠点」である市町村
立図書館（室）や学校図書館等を人的・物的に支援する「図書館を支える図
書館」

Ⅰ 市町村立図書館（室）や学校図書館、大学図書館等と連携・協力して、県
民が生涯にわたって読書に親しむ「日本一の読書県」づくりの一翼を担う
「全県的な読書環境を整える図書館」

どこでも

ささえる

つながる

基本的役割



基本目標

上記の基本的役割を踏まえ、本ビジョンの基本目標を《「知の共有・創造」を支える図書
館ネットワーク》と定め、県内の図書館全体が県立図書館を核に丸ごと一つの大きな図書館
であるかのように有機的につながり、様々な情報資源や人的資源を活用し合うことで、県全
体に均質な図書館サービスを提供し、生きる力や豊かな感性、創造力を兼ね備えた人財の育
成と、個人・地域が抱える課題解決やみやざきの地方創生につながる「知の共有・創造」に
大きく貢献していくことを目指します。

「知の共有・創造」を支える全県図書館ネットワーク

第４章 基本目標と施策展開の方向性

❶ 全県的な読書環境と図書館ネットワーク構築の核となります。
❷ 県立図書館ならではの専門的なサービスの充実を図ります。
❸ 「知の共有・創造」による深い学びや課題解決を支援します。
❹ みやざきの文化の理解・継承を促進します。
❺ 図書館ネットワークを支える人財を育成します。

今後の施策展開の方向性

基本目標や第２章で整理した主な課題等を踏まえ、今後の施策展開の基本的な方向性とし
て次の５つを定め、具体的な施策を密接に関連させながら、施策の成果をより高めていくよ
う努めます。
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市町村立図書館(室)

県立学校図書館

大学図書館
専門図書館

協力機関・団体

県立図書館
～全県ネットワークの核～

家
庭

日本一の読書県
生涯にわたって読書に親しむ県民

「知の共有・創造」を支える全県図書館ネットワーク

県立図書館の基本的役割 今後の施策展開の方向性

基本
目標

Ⅰ 「全県的な読書環境」を整える図書館

Ⅱ 「図書館」を支える図書館

Ⅲ 「知の共有・創造の拠点」となる図書館

❶全県的な読書環境と図書館ネットワーク構築の核となります。
❷県立図書館ならではの専門的なサービスの充実を図ります。
❸「知の共有・創造」による深い学びや課題解決を支援します。
❹みやざきの文化の理解・継承を促進します。
❺図書館ネットワークを支える人財を育成します。

連携・協力

連携・協力

連携・協力

全県図書館ネットワークによる

「知の共有・創造」

職
場

学
校

地
域

★県立及び市町村立図
書館で約４００万冊の
蔵書！

★県丸ごと一つの図書館
のようにつながる！
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国立国会
図書館

市町村
立学校
図書館

どこでも

ささえる

つながる



➊ 全県的な読書環境と図書館ネットワーク構築の核となります。

これまでの取組の評価

県立図書館には平成29年3月末現在、約75万点に上る豊富な資料があります。これらの資料
を全県的な読書環境の整備に役立てるため、本館による貸出以外に、要望のあった市町村立図
書館（室）や学校図書館に対し、移動図書館車による巡回配本（平成27年度まで）や資料など
の定期発送（平成28年度から）、市町村配送専用書庫（ＢＭ書庫）による支援等を行ってきま
した。

市町村立図書館（室）に対しては、アドバイザーの派遣や職員を対象とした研修を実施する
とともに、平成28年度からは、定期巡回による支援を行ってきました。
これらの取組を踏まえて、今後さらに、県立図書館のサービスの周知や研修の充実を図ると

ともに、県内の公立図書館が連携を強化して、全県的な図書館サービスが展開されるよう努め
る必要があります。

併せて、全県図書館ネットワークによる知的インフラの核としての役割を十分に果たせるよ
う、収蔵能力が課題の書庫や老朽化が見られる施設、図書館情報システムの維持・改善を計画
的に行っていく必要があります。

第５章 今後の施策展開の方向性
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今後の施策展開の方向性

県民が生涯にわたって本に親しむことや、生涯にわたる自主的な学習活動を支援・促進して
いくことは、県立図書館に課せられた役割であると同時に、｢日本一の読書県｣の実現に資する
ものです。県民から頼られる県立図書館となるため、リーダーシップを発揮し、公共図書館や
学校図書館、大学図書館等とのネットワークの充実や図書館相互のサービスの向上を図りなが
ら、全県的な読書環境の整備と図書館サービスの充実を図っていくことが求められています。
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１ 市町村立図書館（室）等の支援

図書配送システムを利用し、要望のあった市町村立図書館（室）に、又は市町村立図書
館（室）を通じて個人に貸し出すことにより、県内どこに住んでいても欲しい本を手にと
ることができるように支援します。この取組について、市町村と連携して広く周知や利用
促進に努めます。

また、市町村立図書館（室）のサービス向上を支援するため、支援チームによる定期的
な巡回訪問などを実施し、図書館の運営や読書振興に資する情報・技術の助言等に努めま
す。

さらに、図書館を利用するすべての人々のニーズに適切に対応できるようにするため、
市町村立図書館（室）等の職員・関係者を対象として、専門知識や図書館サービスの向上
につながる研修を実施します。



２ 学校図書館の支援

県内の学校で学ぶ児童生徒が、自分たちの学校図書館にはない資料等を手にとり、知識を
身につけたり生き方について考えを深めたりすることや、どの場所で学んでいても本が身近
にあることの楽しさに気づくことができるよう、図書館未設置地域の学校等に対し、「やま
びこ文庫」・セット文庫や図書配送システムを活用しながら、学校図書館の運営・充実、さ
らには学校における読書活動の推進に役立つ支援を行います。

また、県立学校との連携を図り、県立学校司書エリアコーディネーター配置の効果を踏ま
えつつ、「主体的・対話的で深い学び」の促進や県立学校等への図書配送対象の拡充など、
図書館を活用した新たな学習活動の展開を支援します。

３ 市町村立図書館、学校図書館、大学図書館等とのネットワークの構築

市町村立図書館（室）、学校図書館、大学図書館等の職員と交流し、互いが有している情
報の共有や、課題についての意見交換の場を設けるなど、「顔の見える関係」づくりを進め
ます。これにより、県立図書館が中心となって図書館間のネットワークを構築し、全県的に
連携・協力して図書館サービスを行う体制の整備を図ります。

また、横断検索の充実や相互貸借の促進などにより、全県的な読書環境の整備と図書館
サービスの充実に努めます。
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４ 図書館活動を支える施設・システムの維持管理

経年的に蓄積し続ける蔵書資料の保存状態を維持するとともに、安定的に資料収集ができ
るよう、書庫スペースの確保に努めます。

また、誰もが安心して安全に利用できるよう、老朽化や危機管理への対策を講じ、既存施
設の維持・改善に努めます。

さらに、図書館情報システムについては、課題解決のための資料の検索・活用やデータ化
した情報の利用・処理など、高度化するニーズに的確に対応するため、図書館ネットワーク
を視野に入れたより大量かつ高速な処理を可能にする機能の拡充を図るとともに、あらゆる
世代や業種・分野の方々にとって便利で使いやすい環境の構築を検討・実施します。

27
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➋ 県立図書館ならではの専門的なサービスの充実を図ります。

利用者からの相談を受けて、蔵書資料や課題解決につながる関係機関を紹介し必要な情報を
提供することで、利用者の調査・研究を支援するレファレンスサービスを行うとともに、地域
資料のほかビジネス関連などの専門的な資料の収集や、データベース資料の提供、国立国会図
書館等との相互貸借などを行ってきました。
また、市町村立図書館（室）に、又は市町村立図書館（室）を通じて個人に貸し出すことに

より、県内全域にわたる読書活動の推進に努めるとともに、子どもと本をつなぐために、絵本
の読み聞かせ、子育て支援団体へのセット貸出、中高校生の読書振興を目的とするビブリオバ
トル等も行っています。
これらの取組は利用者からある一定の評価をいただいている一方で、今後、すべての県民が

様々な専門的分野についてより多くの資料を利用できるような取組の推進や、他の専門機関と
の連携がますます求められています。

これまでの取組の評価

今後の施策展開の方向性

すべての県民の調査・研究の多角的なニーズに対応するため、他の専門機関との連携や国立
国会図書館協同データベースの活用によるレファレンス（調査相談）サービスを充実させるこ
とや、すべての県民が様々な専門的分野についてより多くの資料を利用できるような取組を推
進します。
さらには中高校生や子育て・就労世代等の読書振興を図るため、「日本一の読書県」に資す

るモデル性の高い取組を強化していきます。
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１ レファレンスサービスの充実

利用者のニーズに多角的に対応し、蔵書資料や関係機関等を紹介するなど的確な情報を提
供し調査・研究を支援します。
また、他の図書館から蔵書を借用し利用者に貸し出すことのできる相互貸借サービスやコ

ピーサービスなども行います。

さらに、国立国会図書館の協同データベースの活用を市町村とともに推進し、県立図書館
が保有する豊富な情報やノウハウを活用したレファレンスサービスを行うことによって、利
用者の満足度を高められるよう努めます。

２ 専門的な資料・情報の収集・整理・保存・提供
市町村立図書館（室）との役割分担を踏まえ、子どもの読書活動推進や中高校生の読書振

興、学校教育の支援、自然環境の保護、本県の産業振興、地域や社会人支援等に重点を置き
ながら、特色のあるより専門的な資料の収集・整理・保存・提供に努めます。
また、「世界ブランド」のみやざきづくりの視点に立った知の収集・共有にも貢献します。
なお、電子書籍について、国や他県の動向等を踏まえながら、必要に応じてその調査研究

に努めます。

３ 読書活動の推進

県民が生涯にわたって読書に親しみ、新たな発見をし、心豊かな生活を主体的に送ること
ができるよう、図書配送システムやセット文庫の普及・活用により、必要な資料や情報を関
係機関と連携して積極的に提供します。
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また、児童サービスのさらなる充実に努めるとともに、図書館の利用が他の世代と比べて
少ない中高校生や子育て・就労世代などの読書振興を図るため、読書の大切さの普及・啓発
やビブリオバトル等の充実を図ります。加えて、ラーニング・コモンズや民間グループ、企
業等との協働による読書活動の推進など、「日本一の読書県」に資するモデル性の高い新た
な施策にも努めます。

さらに、障がい者や高齢者、外国人等に対する読書環境の充実も図ります。

４ 他の専門機関との連携

レファレンス機能のさらなる充実により、県民の知的ニーズに応えるとともに、多様化・
高度化する利用者ニーズに応えるため、博物館や大学図書館、さらには商工・農業・福祉保
健団体や企業等との連携を密にし、専門的な情報の収集と提供に努めます。

５ 館外活動の実施

県立図書館の利活用の普及、さらには幅広い世代の読書振興を図るため、市町村立図書館
（室）を訪問しての助言・支援、県内各地において団体等が実施する読書関連イベント等へ
の参加・協力に努めます。
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➌ 「知の共有・創造」による深い学びや課題解決を支援します。

地域や個人の課題解決のために、レファレンスサービスやビジネス支援サービスのほか、子
育て支援サービス（相談会、図書セット貸出等）、障がい者サービス（無料宅配等）、関係団
体と連携しての各種相談会（健康相談、法律相談、不動産相談等）等を行ってきました。

障がい者サービスなど、利用が伸びている取組がある一方で、利用が少なく、内容の見直し
が必要なものもあります。

今後さらに、県立図書館の情報資源（図書、視聴覚資料、データベース等）の充実や県民の
自主的・自発的な学習活動を支援する多様な学習機会の提供、さらには深い学びや課題解決を
図る「知の共有・創造」の場づくり等に努め、様々な課題の解決や明日の県づくりに役立てて
いくことが必要です。

これまでの取組の評価

今後の施策展開の方向性

地域や個人の課題解決を支援する機能をより高めるため、今後さらに、県立図書館の情報資
源（図書、視聴覚資料、データベース等）の充実や職員の専門性の向上を図るとともに、課題
に応じたな情報サービスの提供や県民の自主的・自発的な学習活動を支援する多様な学習機会
の提供、さらには深い学びや課題解決を図る「知の共有・創造」の場づくり、県内の自治体の
政策立案の支援等を行います。
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１ 情報アクセス環境の整備

図書館の情報資源を最大限に活用するため、レファレンスサービスのさらなる充実を図り、
他の図書館や専門機関との連携を強化するとともに、書誌情報の充実やオープンデータ化に
係る調査研究など、利用者が効率的・多面的に情報にアクセスできる環境整備に努めます。

２ 課題に応じた情報サービスや「知の共有・創造」の場の提供

地域や個人の抱える諸課題の解決を支援するため、職員の専門性を高めるとともに、様々
な分野の専門機関等とのネットワークを構築することにより、ワンストップサービスとして、
課題に応じた多様な情報サービスや学習機会の提供、さらには個人や団体、産学官の関係者
など多様な主体が参画した、深い学びや課題解決を図るラーニング・コモンズ等の「知の共
有・創造」の場づくりに努めます。
また、障がいによって図書館サービスを受けることが困難な方々のための情報提供を促進

するため、障害者差別解消法を踏まえた障がい者サービスの普及と充実に努めます。

３ 政策立案の支援

県政の重点事項に関する情報など、政策情報の収集に努め、県職員をはじめ、県内自治体
職員等に対し、政策立案や業務遂行を支援する資料の貸出しや情報提供、レファレンス能力
の向上等に努めます。
また、県立図書館による政策情報提供サービスが地域づくり等に役立つことの周知にも努

めます。



４ 地域の実情に応じた課題解決型サービス

市町村立図書館（室）に対して、産業振興や子育て支援、高齢者対策など、地域の抱える
課題の実情に応じ、それらに関連する情報提供や助言を行うなど、課題解決型のサービスを
推進します。
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➍ みやざきの文化の理解・継承を促進します。

これまでの取組の評価

個性と魅力ある地域づくりを支援するため、郷土に関わる貴重な資料の収集・保存や、これ
らの活用を図るための情報発信に努めてきました。

今日、郷土に関わる資料は歴史資料だけではなく、行政資料等も「地域資料」として収集・
保存・活用を図る必要があります。また、図書資料等だけでなく映像資料等も、散逸を防ぐた
め積極的に収集・提供することが求められています。

これらの「地域資料」を広く県民に活用してもらうために、デジタルアーカイブの周知や、
貴重書等のデジタル化に努める必要もあります。

さらに、語り部等の人財の育成、歴史や文化を後世に残す資料の作成、企画展示等を行って
きておりますが、今後も、市町村や関係機関等と連携し本県の文化の理解・継承に努めていく
必要があります。

今後の施策展開の方向性

個性と魅力ある地域づくりを支援するため、歴史資料だけではなく、行政資料や映像資料等
も「地域資料」として、市町村との役割分担を踏まえて収集・保存・活用するとともに、広く
県民に活用してもらうため、デジタルアーカイブの周知や、貴重書等のデジタル化を行います。
さらに、市町村や関係機関等と連携し、本県の優れた言語文化の理解・継承やそれを担う人財
づくりに取り組みます。
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１ 地域資料の収集・保存・活用の全県的な促進

県民の生涯学習活動を支えるため、歴史資料はもとより、行政資料や民間資料、視聴覚
資料等を含む幅広い分野の地域資料の収集・保存について、市町村との役割分担を踏まえ
ながら、県立図書館は、県内の基幹的図書館としての役割を果たしつつ、より専門的な資
料の収集に努め、県全体で効率的・効果的な資料の充実・共有を図ります。
また、これらの資料を長期的視点で保存し、有効に活用していくことができるようにしま

す。

２ 地域情報の収集・整理・発信

過去・現在・未来にわたる郷土の歴史・産業・経済・文化等を地域情報として積極的に収
集・保存するとともに、展示や講座等による情報発信を永続的に行うことで、県民の郷土へ
の理解と関心を高め、個性と魅力ある地域づくりに貢献します。
また、平成32年度に開催予定の国民文化祭等の全国的な文化イベントを通じて、関係機関

と連携しながら本県文化の魅力を国内外に発信していくことにも努めます。

３ 地域情報のデジタル化・データベース化

蓄積されていく豊富な地域情報については、データベース化による一元管理や貴重書等の
デジタル化 (デジタルアーカイブ)を進めることで、利活用しやすい提供環境を整備します。
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４ 本県の言語文化の継承

本県の価値ある言語文化に対する県民の関心を高め、理解を深めるため、「語り部」の認
知促進と活躍の場の確保に努めるとともに、次世代の「語り部」養成のための学びの場を提
供します。
また、神話や伝承、民話を通じて本県の古の人々の思いや願い、生活の知恵などを感じる

ことができるよう作成した話集・音声ＣＤ『みやざきの言の葉』のさらなる普及・活用を図
り、本県の言語文化の素晴らしさを後世に伝えます。
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➎ 図書館ネットワークを支える人財を育成します。

これまでの取組の評価

利用者や社会のニーズの変化に的確に対応した図書館サービスを継続的に展開していくた
め、情報・知識を体系化し、抽出し、分析できる専門性を有する職員の確保や、研修による
職員の資質向上に取り組んできました。また、組織や事業についても、点検を行い、見直し
を行ってきました。
今後、地域や個人の抱える課題と、その解決に向けた生涯学習ニーズがともに高度化・多

様化していく中で、全県的に、幅広い知識や技能、実務能力及びネットワーク力を有する人
財の育成・確保が計画的に行われるようにする必要があります。
また、県立図書館の組織や事業についても、サービスの評価に基づいて継続的な改善に取

り組んでいく必要があります。

今後の施策展開の方向性

今後、地域や個人の抱える課題と、その解決に向けた生涯学習ニーズがともに高度化・多様
化していく中で、県内の図書館全体で、幅広い知識や技能、実務能力及びネットワーク力を有
する人財の育成・確保が計画的に行われるように取り組みます。
また、県立図書館の組織や事業についても、サービスの評価に基づいて継続的に改善してい

きます。
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１ 専門的なサービスを支える人財の育成・確保

専門的な研修への職員派遣やその成果の共有、関係機関との連携を含む実務経験の積上
げ等により、必要な情報の提供や人、機関の紹介、広い視野に立った企画や指導など、高
度なニーズに対応できる幅広い知識や技能、実務能力及びネットワーク力を備えた人財の
中長期的な育成・確保に努めます。
また、実務能力の向上と相互の連携強化を図る観点から、市町村立図書館（室）の職員

との人事交流や、中長期の研修受入れの可能性について検討します。

２ 新たな知識の習得・共有

職員全体の資質向上のため、業務上必要な新たな知識を習得するための研修に派遣し、
その成果をフィードバックすることにより、全職員での共有を図り、図書館サービスの充
実に努めます。

３ 組織及び事業の改善

常日頃より、利用者や社会のニーズの変化や新たな動向の把握に努め、人財育成や職員
の資質向上、サービスの見直しに役立てます。
また、組織及び事業のあり方や内容について、自己点検や外部評価に基づき、継続的な

改善・充実に組織を挙げて取り組みます。
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ビジョンの実現に向けて

本ビジョンの基本目標である《「知の共有・創造」を支える全県的なネットワーク》を構築
するためには、県立図書館が「県民のための図書館」として、市町村立図書館（室）や学校図
書館等の充実・強化を支えていくとともに、時代や県民のニーズに応じたより良質な図書館
サービスを円滑かつ迅速に提供できるよう、県内の公立図書館全体が共に成長・発展していか
なければなりません。

加えて、県立図書館は、「図書館をつなぐ図書館」として、県内の図書館等の連携・協力に
よる全県下に及ぶ知的インフラの基幹的役割を担っていかなければなりません。

このため、利用者である県民や市町村、学校等の関係者の理解と協力が十分に得られるよう、
下記の事項に留意して、本ビジョンを着実に推進していくこととします。

○ 本ビジョンの考え方や内容等を関係者に対しわかりやすく説明し、理解と協力が十分に
得られるよう努めます。

○ ビジョンを具体的に推進するため、平成30年度からの３年間に優先的に取り組む施策
や数値目標等を明らかにしたアクションプランを策定します。

○ アクションプランにおいて、施策の効果を計る指標を設定し、毎年度検証しながら進行
管理をし、関係者に明らかにするとともに、施策の見直しに反映させます。
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《資料１》県内における公共図書館設置市町村数の推移

時 点 市町村数 設置市町村数 未設置市町村数

平成25年４月 26 18 ８
平成26年４月 26 18 ８
平成27年４月 26 18 ８
平成28年４月 26 19 ７
平成29年４月 26 19 ７

《資料２》蔵書等の点数の推移【市町村立図書館（室）】
区 分 平成２６年４月 平成２７年４月 平成２８年４月 平成２９年４月

市町村立図
書館

設置市町村数 １８ １８ １９ １９

蔵 書 ３，０９１，１８５ ３，１７０，８６４ ３，２９２，９０２ ３，３５１，７７３

視聴覚資料 ５２，２９４ ５２，６３４ ５３，６２８ ５４，５７８

所蔵点数計 ３，１４３，４７９ ３，２２３，４９８ ３，３４６，５３０ ３，４０６，３５１

公民館等図
書室

設置市町村数 １０ １０ ９ ９

蔵 書 １９６，１７７ １９４，９２０ １７５，３９９ １７５，３９４

視聴覚資料 １，３７９ １，３５１ １，４１２ １，３６２

点数計 １９７，５５６ １９６，２７１ １７６，８１１ １７６，７５６

点数の合
計

蔵 書 ３，２８７，３６２ ３，３６５，７８４ ３，４６８，３０１ ３，５２７，１６７

視聴覚資料 ５３，６７３ ５３，９８５ ５５，０４０ ５５，９４０

所蔵点数計 ３，３４１，０３５ ３，４１９，７６９ ３，５２３，３４１ ３，５８３，１０７

（単位：点）

出典：「宮崎県公共図書館・公民館等図書室の概要」
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《資料３》年度別貸出利用状況の推移【市町村立図書館（室）】

区 分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度
市町村立
図書館

設置市町村数 １８ １８ １９

個人貸出数（冊） ３，１３０，６２１ ３，２０２，２２６ ３，１５４，１５８

公民館等
図書室

設置市町村数 １０ １０ ９

個人貸出数（冊） １０６，４２２ ８９，２０８ ８５，２５６

個人貸出数の計（冊） ３，２３７，０４３ ３，２９１，４３４ ３，２３９，４１４

《資料４》県立図書館から市町村への貸出数の推移
区 分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

町村支援事業による
貸出

県内全体
市町村数 ９ ９ ８

貸出数 １０，４２８ ９，８７２ １２，３００

うち公共図書館
未設置市町村

市町村数 ７ ７ ６

貸出数 ４，８７９ ４，３６１ ６，７５０

大量貸出支援事業に
よる貸出

県内全体
市町村数 ４ ４ ３

貸出数 ２，７３０ １，９２８ １，４９５

うち未設置市町村 市町村数 １ １ １

貸出数 ２９３ １９１ １２９

（注）１ 町村支援事業は、町村における読書普及活動の中心となる町村立図書館（室）への支援としての貸出。平成２７年度まで
は移動図書館車、平成２８年度からは配送により実施（１回５００冊以内、年３回配本）。

２ 大量貸出支援事業は、図書館（室）の読書環境充実のため、ＢＭ書庫（団体貸出用の書庫。「ＢＭ」はブックモービルの
略。）から貸出（貸出期間は１年間、１，０００冊以内）。
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区 分 平成２４年度末 平成２５年度末 平成２６年度末 平成２７年度末 平成２８年度末

閲 覧 室 １２３，８２９ １２７，４５４ １２６，６２６ １２８，２８２ １２８，９１９

児童図書室 ２９，４３１ ３０，８２２ ３１，４５３ ３２，３１７ ３２，９９３

書 庫 ４８３，９８９ ４９０，３３４ ４９９，９５７ ５０９，６４２ ５１９，２４６

ＢＭ書庫 ５２，２００ ５１，７０５ ５３，１６６ ５４，０３１ ５５，７２０

視聴覚資料 １３，６６５ １３，７７２ １３，９１８ １４，１０７ １８，３８９

そ の 他 １，１３４ １，０２８ １，２１６ １，２８７ １，３２９

合 計 ７０４，２４８ ７１５，１１５ ７２６，３３６ ７３９，６６６ ７５６，５９６

《資料５》蔵書等の点数の推移【県立図書館】

（注）ＢＭ書庫は、団体貸出用の書庫。「ＢＭ」はブックモービルの略。

（単位：点）
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区 分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

町村立
学校

学校数 ２６ ２３ ２２

配本冊数（冊） １８，０１４ １９，４０５ ２１，６１０

県立
学校

学校数 １４ １４ １３

配本冊数（冊） ８，５３７ ８，５０５ １１，０７０

合計
学校数 ４０ ３７ ３５

配本冊数（冊） ２６，５５１ ２７，９１０ ３２，６８０

《資料６》県立図書館から学校図書館への配本冊数の推移



《資料7》県立図書館と他の図書館との間の相互貸借冊数の推移

区 分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

国立国会図書館からの借受 ２６ １６ １９

県内外図書館からの借受 １，００４ ８５８ ８８７

県外図書館への貸出 ２１０ ２１９ ２０４

計 １，２４０ １，０９３ １，１１０

（単位：冊）
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区分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

対 面 ６，８５７ ６，９２４ ６，０２５

電 話 １，４９７ １，３８１ １，３９７

ＦＡＸ １０ ２４ ３７

Ｅメール １５３ ９８ １８６

文 書 １５ ２０ １５

計 ８，５３２ ８，４４７ ７，６６０

《資料8》県立図書館におけるレファレンス件数の推移 （単位：件）



区 分 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

開 館 日 数 （日） ２９８ ３０２ ３００

入 館 者 数 （人） ４８４，７０１ ５０２，５６４ ４６８，７３２

（１開館日あたり） １，６２７ １，６６４ １，５６２

登 録 者 数（人） ７，４００ ８，４４７ ８，００５

累 計 登 録 者 数（人） ２４７，８７２ ２５６，３１９ ２６４，３２４

（１開館日あたり） ２５ ２８ ２７

貸

出

冊

数

(冊)

個 人 貸 出
（１開館日あたり）

３２２，８０３ ３７０，３５９ ３５７，６５３

１，０８３ １，２２６ １，１９２

市町村貸出（巡回文庫） １３，１５８ １１，８００ １３，７９５

市町村貸出（子育て支援） ３２４ ８１０ ８９１

市町村貸出（マイライン） ４，１０７ ４，２９４ ４，９００

学 校 貸 出 ２６，８９６ ２７，９１０ ３２，６８０

団 体 貸 出 ４，９２２ ４，８５６ ３，５３３

児童教育施設貸出 ４，０７７ ４，５３９ ３，７１４

視聴覚資料団体貸出 １００ ７４ ４３

合 計 ３７６，３８７ ４２４，６４２ ４１７，２０９

《資料9》年度別貸出利用状況の推移【県立図書館】
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■基本方針
県民への社会教育の推進、及び県民の生涯にわたる学習活動を支援するために、各分野における基本的な

資料から専門的な資料まで幅広く収集し、特に下記事項について、重点的に取り組むものとする。

（１）県立図書館としての役割による収集
県全域への均衡ある図書環境を充実させるために、市町村の図書館や図書室（以下、「市町村立図

書館等」という。）と連携・協力を図り、それぞれの役割を踏まえた資料の収集に努めるものとする。
（２）学校教育援助のための収集

社会教育と学校教育との連携のもと、学校教育における課題解決や児童生徒の学習活動を援助する
ために、必要とする資料の収集に努めるものとする。

（３）郷土資料充実のための収集
本県の歴史、文化、行政など郷土に関する資料を次世代に引き継いでいくために、

市町村立図書館等と連携・協力を図りながら、県内各地域に関わる資料の収集に努めるものとする。
（４）子ども読書活動推進のための収集

家庭や地域、学校等と連携・協力を図りながら、読み聞かせや自主的な読書など
子どもたちの読書活動を推進するために、全県的な取組に向けた適切な資料の収集に努めるものとする。

（５）特色ある図書館づくりのための収集
本県のすばらしい自然環境の保護と、国土保全を担いかつ本県産業の基盤である農林水産業の発展に
資するために、県民の理解や意識の高揚、啓発につながる特色ある資料の収集に努めるものとする。

（６）地域や社会人支援のための収集
地域や社会人が、その時々の社会情勢や様々な要因によって抱える課題の解決を

支援するために、関係機関との連携・協力を図りながら、関連する分野の総体的な資料収集に努める
ものとする。
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■資料別収集基準
収集に当たっては、基本方針を踏まえ、次に掲げる資料ごとの基準により、予算の範囲内において効率的で適切な収集を行う。

（１）一般資料 次の（２）から（10）に掲げる以外の資料

ア 総記 ①情報科学は、最新のものから解説書を中心に収集する。 ②図書館、図書に関する資料は広く収集する。

イ 哲学・宗教 ①哲学は、入門書や解説書などを中心に体系的に収集する。 ②心理学、倫理学は、解説書、研究書を収集する。
③宗教は、平易に書かれた解説書を中心に収集する。

ウ 歴史・地理 ①歴史は、各時代における入門書、研究書、史料等を収集する。②伝記は、著名人に関するものを広く収集する。

エ 社会科学 ①今日的課題を踏まえて収集する。 ②法令等の改正に伴う資料は、手引書や解説書を収集する。
③統計資料等は、広く継続的に収集する。④専門書は、基礎的なものを中心に収集する。

オ 自然科学・
医学

①自然科学は、幅広く収集する。 ②天文学や地球科学及び生物科学は、積極的に収集する。
③医学・薬学は、各細目にわたり、入門書、解説書を中心に収集する。④専門書は、基礎的なものを中心に収集する。

カ 技術・家政
学

①技術、工学は、最新の情報に留意して収集する。 ②環境を取り扱った資料は、幅広く積極的に収集する。
③家政学は、解説書を中心に収集する。 ④専門書は、基礎的なものを中心に収集する。

キ 産業 ①農林水産業に関する資料は、幅広く積極的に収集する。 ②商業や観光は、地域支援に関するものを中心に収集する。
③運輸、通信は、最新の情報に留意して収集する。 ④専門書は、基礎的なものを中心に収集する。

ク 芸術・ス
ポーツ・諸芸

①芸術は、解説書、研究書、作品集等を体系的に収集する。
②スポーツはルール改正に留意し、解説書、技術書等を収集する。 ③諸芸は、解説書、研究書を中心に収集する。

ケ 言語 ①言語学、辞典類は広く収集する。 ②文章、会話、方言などは解説書を中心に収集する。

コ 文学 ①古典や研究書などを充実させる。 ②主な文学賞受賞作品は収集する。③全集、作品集は広く収集する。

（２）参考資料 特定の知識、情報について調べるための資料
①調査研究やレファレンスなどの業務に役立つ各分野の資料を収集する。 ②学術的に評価のあるものを収集する。
③各種統計報告書などのデータ資料、また国等の行政機関による刊行物は、積極的に収集する。

（３）児童資料 乳幼児が見る赤ちゃん絵本から、中学生向きの読み物に至る子どもの資料
①それぞれの年齢、発達段階に応じた資料を幅広く収集する。 ②長く読み継がれるなど、評価の定まった資料は、もれなく収集する。
③児童文学研究や読書活動推進に関する資料を収集する。

（４）青少年資料 主に１０代を対象とした資料
①青少年の読書活動の推進を図るため、興味関心等も考慮し、感性と創造力を豊かにする資料を幅広く収集する。
②生活や学習の課題解決などに関する資料を収集する。
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（５）郷土資料 郷土や郷土関係者などに関する資料
①宮崎県全域および歴史的、社会的に関係の深い地域の資料を、網羅的に収集する。
（ア）郷土の事物や郷土にゆかりのある人について記載された資料
（イ）本県および県内市町村または国その他公的機関が刊行、あるいは作成した資料
（ウ）郷土で活動する個人や団体などが作成した資料
（エ）古文書等史資料
（オ）郷土にゆかりのある人が著した資料
②郷土資料として収集するものは、図書、古文書、絵図、地図、写真、逐次刊行物、パンフレット類、視聴覚資料等を対象とする。

（６）逐次刊行物 終期が予定されず、同一の標題のもと、巻号や年月などに表示され定期的（あるいは不定期）に刊行される資料
① 雑誌
（ア）さまざまな分野における県民の学習支援のための雑誌
（イ）九州各県で、分担保存の取り決めをしている雑誌
（ウ）県内公共図書館等で、分担保存の取り決めをしている雑誌

② 新聞 （ア）主要な全国紙 （イ）九州各県の主要な地方紙 （ウ）業界紙、子ども紙、外国紙

（７）視聴覚資料 図書館資料のうち、映像、音声など文字以外の表現方法で主に記録され、図書館法に定める視聴覚教育の資料
① 県民の教育文化に向上に資する資料を収集する。
（ア）視聴覚事業及び社会教育関係団体の活動、学校の教育活動に活用できる資料
（イ）高く評価され感動的な資料
（ウ）国内外で受賞した芸術性の高い資料

（８）外国語資料 対象が主として外国人向けで、主に日本語以外で表現された資料
① 外国人への情報提供の充実、および県民の外国理解に役立つ資料を収集する。
（ア）日本の歴史、文化等に関する資料、日本文学の翻訳資料
（イ）外国の歴史、文化、文学等に関する資料
（ウ）外国人が、日本での生活に必要とする情報を提供できる資料

（９）電子資料 オンラインデータベースなどの電子資料は、他の資料との情報の補完性を考慮して収集する。

（10）その他 幅広い利用者への資料の提供及び資料の適切な保存や活用を図るため、次の仕様による資料も適宜収集する。
ア 大活字本、音声資料 イ マイクロフィルム資料 ウ 新聞、雑誌などの製本資料

■資料収集の体制
①図書、逐次刊行物及び視聴覚資料など資料収集の検討を行うため、宮崎県立図書館資料選定連絡会を置く。
②連絡会の設置及び運営については、別途要領を定める。
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担当 宮崎県立図書館
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